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○小谷村起業支援事業補助金交付要綱 

令和３年９月６日 

告示第38号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、雇用機会の拡大による地域経済の活性化を図るため、

村内において新たに起業を行う者又は既存建物を改修し起業を促進する者

に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、小谷村補助金等

交付規則（昭和36年小谷村規則第16号）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１） 起業 

ア 事業を営んでいない者が村内で新たな事業を開始すること。 

イ 事業を営んでいる者が村内で新分野の事業を開始すること。 

ウ 村内に事業所を有しない者が、村内に新たな事業所を設置し、又は

販売及びサービスの用に供する車両を使用し、事業を開始すること。 

（２） 起業者 前号に規定する起業を行う村内に居住する者をいう。た

だし、村長が認めた場合には、この限りではない。 

（３） 事業所 事業の用に供するために直接的に必要となる工場、店舗

及び事務所並びにその附属設備をいう。 

（４） 空き事業所 利用に供されていない状態の事業所、空き屋その他

それに類する施設並びにその附属設備をいう。 

（５） 附属設備 事業の用に供するために直接的に必要な機械、装置、

機器、車両又は器具等をいう。 

（６） 不動産所有者 起業者が起業を行うために使用を開始しようとす

る空き事業所を所有する者をいう。 

（対象資格） 

第３条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１） 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する
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中小企業者で、村税等の滞納がない者 

（２） 賃貸物件の場合は、その物件の所有者の同意を得た者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金

の交付の対象としない。 

（１） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法

律第122号）に基づく届出を要する事業を営む者 

（２） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第77号）第２条第２号又は第６号該当する者 

（３） 政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第３条に規定する政治団

体に該当する者又は宗教法人法（昭和26年法律第126号）第２条に規定す

る宗教団体に該当する者 

（４） 起業する事業について、村の他の制度により助成金及び補助金の

交付を受けている者 

（５） 前号に該当する起業者が使用を開始しようとする空き事業所の改

修等に係る費用を負担する不動産所有者 

（６） その他村長が補助金の交付の対象として不適当と認める者 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる起業者が行う事業は、次の各号のいずれ

にも該当するものでなければならない。 

（１） 小谷村商工会の経営指導を受け、具体的な事業計画を有している

こと。 

（２） 事業の実施に必要となる許可又は認可を取得していること。 

（３） ２年以上の事業の継続が見込まれること。 

（４） 村内住宅関連業者の施工により改修工事を行うこと。ただし、備

品の購入のみの場合を除く。 

（５） 公序良俗に反する行為及び違法な行為を行っていないこと。 

（対象経費） 

第５条 補助金の交付対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、次

の各号に該当する経費とする。 

（１） 新規の起業のために直接的に必要となる事業所の改修 
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（２） 新規の起業のために直接的に必要となる設備、備品、車両（販売

及びサービスの用に供するものに限る。）の取得、開業に要する手続等

の経費、その他附属設備の取得費 

２ 備品の購入に要する経費は、10万円以上の備品を対象とし、汎用性のあ

る備品の購入は対象外とする。 

（補助金の額等） 

第６条 補助金の額は、前条に規定する対象経費を合算した額の２分の１に

相当する額（その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

た額）とし、100万円を限度とする。 

２ 空き事業所の再利用を含む経費である場合は、補助金の額の限度額を200

万円とする。 

（交付申請） 

第７条 補助事業者は、小谷村起業支援事業補助金交付申請書（様式第１号）

を村長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第８条 村長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容について審

査を行い、補助金の交付の可否を決定し、小谷村起業支援事業補助金交付

（不交付）決定通知書（様式第２号）を通知するものとする。 

（変更申請） 

第９条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あら

かじめ小谷村起業支援事業補助金変更承認申請書（様式第３号）を提出し、

村長の承認を受けなければならない。 

（１） 補助事業を中止しようとするとき。 

（２） 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。 

（３） 対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。 

（４） 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。 

２ 村長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容について審査を

行い、補助金の変更の可否を決定し、小谷村起業支援事業補助金計画変更

承認（不承認）通知書（様式第４号）を通知するものとする。 

（実績報告） 
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第１０条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、小谷村起業支援事業

補助金実績報告書（様式第５号）により、補助事業の完了の日から起算し

て30日を経過する日までに村長に報告しなければならない。 

（補助金の確定及び交付） 

第１１条 村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査

し、適合すると認めたときは補助金の額を確定し、小谷村起業支援事業補

助金交付確定通知書（様式第６号）を通知するものとする。 

２ 補助事業者は、前項の補助金の通知を受けた後に、小谷村起業支援事業

補助金請求書（様式第７号）を村長に提出しなければならない。 

３ 村長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交

付するものとする。 

（事業の報告） 

第１２条 補助事業者は、補助金を受領した年度から起算して２年間、決算

報告書等の事業が継続していることを証する書類を村長に提出しなければ

ならない。 

（補助金の返還） 

第１３条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当

該補助事業者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずる

ことができる。 

（１） 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（２） 補助事業の完了後２年未満で事業を中止又は廃止したとき。 

（３） 起業者が村外に転出したとき。 

（４） 前条に規定する書類の提出がなかったとき。 

（５） 前３号に定めるもののほか、村長が返還が適当と認める事由があ

ったとき。 

２ 村長は、前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、別表により返

還すべき額を算定するものとする。 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項

は、村長が別に定める。 
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附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

別表（第13条関係） 

適用条項等 返還すべき額 

第13条第1項第1号に該当したとき 補助金全額 

第13条第1項第2号から第4号に該当し、補助

事業完了後1年未満のとき 

補助金全額 

第13条第1項第2号から第4号に該当し、補助

事業完了後1年以上2年未満のとき 

補助金額の5割 

第13条第1項第5号に該当したとき 村長が返還が適当と認める金額 


